
マルチメディア情報センターご利用の皆様へ 

平素よりマルチメディア情報センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のため、入館の際は次の項目を 

お守りください。お守りいただけない場合は入館をお断りすることがあります。 

期間：２０２０年６月１日から当面の間 

 

 【入館時の留意点】 

 １ 必ず受付をしてください 

 ２ 所定の用紙(別紙1)に、代表者の方が氏名・連絡先等をご記入、ご提出ください 

 ３ 消毒液で手指を消毒してください 

 ４ マスクを着用してください(お持ちでない場合は販売もしております) 

 ※貸館利用の方は、所定のチェックリスト(別紙2)に同意の上、ご提出いただきます 

 

 【館内での留意点】 

 １ 対人距離を確保し大声をあげないなど、飛沫感染防止を心がけてください 

 ２ 可能な限り短時間の滞在を心がけてください 

 ３ 備え付けの消毒液で、ご利用前に机の消毒を行ってください 

  

 

申し訳ございませんが、当館が許可した場合を除いて次の方は入館できません 

 【入館をご遠慮いただく方】 

 １ 新型コロナウイルス感染症に感染している方 

 ２ 新型コロナウイルス感染症の感染者と２週間以内に濃厚な接触があった方 

 ３ 発熱や咳・咽頭痛などのかぜの症状がある方 

 

混雑時には入館を制限させていただくことがあります。 

国の要請により、６月１８日（木）まで「北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県」

に居住しているお客様は、ご利用を控えていただきますようお願いたします。 
 

上田市マルチメディア情報センター 電話 ０２６８－３９－１０００ 



御来館のお客様へ（お願い） 
 

 日頃より、当施設を御利用いただきありがとうございます。 

 当施設は、不特定多数の方がりようされることから、新型コロナへ

の感染リスクが比較的高く、クラスター発生の恐れがゼロではあり

ません。 

 このため、長野県の要請に基づき、不測の事態に備え、入館の際

に利用者氏名（代表者）、連絡先、入場時間等の御記入をお願いい

たします。 

氏名 
連絡先 

（電話番号） 
同伴者（人数） 入場時間 

 

 

 

人 時 分 

 御提供いただいた個人情報については、次の利用目的以外では利用致しません 

※ 「新型コロナウイルス感染症」感染追跡のため 

利用日 

／ 
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利用前に必ず窓口へ提出 

 

上田市マルチメディア情報センター利用チェックリスト 
 

（提出日）令和２年   月   日  

 

 所長あて 

団体名  

責任者  

電話番号  

 

  令和２年  月  日の利用に際し、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る以下の確認項目

を厳守する旨を確認（チェック）したうえで利用します。 

 

利用室名：                      利用者数：                人 

 

チェック 確 認 項 目 

□ 
① 室内の換気をこまめに行います。(1 時間に 2 回以上、1 回数分間程度) 

 

□ 
② 参加者の距離を確保(2m を目安)し、大声での発声は行わないなど、飛沫

感染等を防ぐ対策を実施します。 

□ 
③ 以下の制限人数を目安として、可能な限り参加者数を減らし、感染のリス

クを低下させます。（セミナールーム：11 人、ホール：100 人） 

□ 
④ ウイルスの飛散・分散防止のため、咳エチケット（ハンカチなどを使って口・鼻

を抑える）を徹底し、全員マスクを着用して利用します。 

□ 
⑤ 入館時、利用後などには、必ず洗面所で十分な手洗い又はアルコール消毒

を行います。 

□ 
⑥ 風邪等の症状（発熱、体調不良等）がある方は、参加させません。 

 

□ 
⑦ 重症化しやすい人（ご高齢の方、基礎疾患がある方等）については、体調を

十分に確認した上で、利用します。 

□ 
⑧ 海外の検疫強化対象地域から帰国後、１４日以内の方は利用させません。 

 

□ 
⑨ 水分補給等を除き、館内での飲食は行わないようにします。 

 

□ 

⑩ 参加者の中に感染者がいた場合、利用者を特定できるよう参加者全員の

連絡先を把握し、感染経路の調査に協力します。（氏名、住所、電話番号

がわかる名簿を作成（1 か月間保管）し、求められた場合に提出します。） 

※上記「チェック」欄をご確認いただき、内容を御了承いただいたうえで☑してください。 

☑できない場合、施設の利用をお断りする場合があります。 
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